
 

学校いじめ防止基本方針 

令和３年３月改訂 

 

ア いじめ防止等に関する基本的な考え方 

ａ すべての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外

を問わず、いじめが行われないようにする。 

ｂ いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす、許されない行為であることについて、

生徒が十分に理解できるようにする。 

ｃ いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識し、家庭、地域そ

の他の関係者と連携して、いじめの問題を克服する。 

 

イ いじめの定義 

ａ 「いじめ」とは、本校生徒に対して、一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的

な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象

となった生徒が心身の苦痛を感じているもの。 

ｂ けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある

事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するもの

とする。 

  

ウ いじめの防止等の対策のための組織 

（ア）いじめ防止対策部会 

委員  生徒指導部３人（主事を含む）､教育支援部３人（部長・特別支援教育担当・人権教育担当） 

    〔情報集約担当者〕 

役割 ・いじめ防止・早期発見・早期対処に当たるため、チェックリストを作成する。 

   ・いじめ等の情報収集と記録、共有を行う。さらに些細な兆候や懸念、生徒からの訴えやいじ

めの疑いに係る情報があった場合には、緊急会議を開き、「いじめ防止対策委員会」に報告

・相談する。 

   ・保護者及び警察・医療機関等の関係機関と連携し対応する。 

   ・６月・１０月の「熊工いじめ防止推進期間」の取組を「命を大切にする心」と共同して計画

・実施する。 

   ・生徒・保護者等からの相談窓口を次のとおり設置する。 

    ★受付時間 ８時１５分から１６時４５分 

    ★電話番号 ０９６－３８３－２１０５ 

   （相談窓口 生徒指導部：内線１３２、教育相談：内線１５６） 

（イ）いじめ防止対策委員会 

委員  校長、副校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、教育支援部長、特別支援教育担当、人権教

育担当、学年主任、工業科代表、養護教諭、スクールカウンセラー 

役割 ・「いじめ防止対策部会」からの報告・相談について、指導や支援の決定を行う。特に、いじ

めであるかどうか、重大事態かどうかの判断を行う。 

   ・いじめであると判断される場合は、「いじめ問題対策委員会」を組織し、対応に当たる。 

   ・基本方針の策定や見直し、計画の進捗状況等のチェックを行い、検証や見直しなどＰＤＣＡ

で検証を行う。 

（ウ）いじめ問題対策委員会 

委員  副校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、当該学年主任、当該学科主任、教育支援部、担任

及び関係部活顧問他関係職員 

役割 ・「いじめ防止対策委員会」からの報告を受け、さらに情報、事実の正確な把握と確認に努め

る。 



 

   ・臨時の職員会議を開くとともに、情報や現状認識の共有化を図る。 

   ・必要に応じて、学年会や生徒指導委員会を開催し、対応策を検討する。 

エ 年間計画 

（ア）年間計画 

ａ ６月・１０月を「熊工いじめ防止推進期間」とする。 

（６月は「心のきずなを深める月間」、１０月は「熊工心のきずなを深める月間」） 

ｂ 具体的な取組内容・実施時期は【年間計画】参照。 

（イ）いじめ防止、早期発見・早期対応（取組内容・実施時期） 

ａ 生徒指導部 

・担任を中心とした個人面談や「いじめアンケート」、「心のアンケート」等を活用し、いじめを

早期に発見するための調査等を定期的に実施し、早期発見に努める。 

・生徒の生活状況等の情報交換会を定期的に開催し、状況把握に努める。 

・いじめ事案を確認した場合は、関係生徒に対し慎重に適確な調査を行い、速やかに状況に応じた

対応を行う。 

・新入生への対応として、入学前に中学校との情報交換を行い早期対応に努める。 

・「熊本県いじめ･子ども安全相談電話（２４時間子供ＳＯＳダイヤル）」等､いじめに関する通報

及び相談を受け付けるための相談機関を周知し、子どもがいつでも相談できる体制を整備する。 

ｂ 教育相談部 

・中学校訪問や中高連携、保護者への「新入生アンケート」を通して入学者の状況を早期（５月ま

で）に把握する。 

・月２回のスクールカウンセラーの報告を受け、いじめ事案の早期発見に努める。 

・毎月の部会でいじめ事案の情報収集等に関する報告、対応を協議する。 

・毎学期の初めに、生徒が抱える問題等を全職員に報告し、共有を図る。 

・要支援の者がいじめの対象になっていないか等、常に注意深く観察する。 

ｃ 総務部 

・４月の保護者会臨時役員会で役員に趣旨を説明し、５月の保護者会学級委員会を活用して、生徒

の行動の変化等の気になる様子があった場合は、クラスの学級委員長に相談してもらうように総

会のクラス懇談会で依頼する。 

・あがってきた情報は、該当学年委員長に報告してもらい、保護者会会長を通じて総務部に知らせ

てもらう。総務部長は、事案を教頭に報告する。 

ｄ 情報モラル 

・熊本県少年保護育成条例に基づき、携帯電話等へのフィルタリング普及を促進し、インターネッ

ト上でのいじめを「しない」「させない」環境づくりに努める。 

・合格者説明会時、新入生・保護者に対して情報教育講話を実施により啓発、意識向上を図る。 

・４月に全校生徒を対象とした携帯電話講習会の実施。 

・情報安全・情報モラル教育に関する指導資料の活用、教室掲示プリント作成・配布により、情報

モラル教育を充実させる。 

ｅ 寮 

・寮生活を送っている生徒の状況把握に努めるために、新入生に対して 4 月から 5 月末までに定期

的にカウンセリングを行う。  

・毎月の舎監会議でいじめ事案の情報収集に関する報告、対応を協議する。 

・定期的に舎監業務に従事する職員及び寮母が、寮生を送る生徒の面談を実施する。 

・寮生活を送っている生徒が関係するいじめ事案については、保護者との情報共有を速やかに行う

とともに、校長及び管理職は事案の解決に向けて寮を管理運営する関係者と連携し、組織的かつ

丁寧な対応を行うものとする。 

 

 



 

 

（ウ）いじめに対する措置（事案への対応） 

 ａ 被害者への対応 

(a) 生徒指導部 

・いじめ事案の内容を速やかかつ的確に、慎重な調査に基づき把握する。 

・個々の事案に応じて、家庭や教育委員会への連絡・相談等を行うとともに、関係部署（担任・

ＳＣ等）と連携し、心のケアに配慮した支援を行う。 

(b) 教育支援部 

・スクールカウンセラー、コーディネーター、必要があれば外部の医師やスクールソーシャルワ

ーカー（ＳＳＷ）等と緊密に連携し、初期の心のケアに努める。 

・個別指導、相談活動を通して不安感の解消、緊張の緩和、登校支援を行う。 

・言動等の様子を見極め、職員の共通理解の下でより良い支援体制を作っていく。 

 ｂ 加害者への対応 

(a) 生徒指導部 

・いじめ事案の内容を速やかかつ的確に、慎重な調査に基づき把握する。 

・内容等に応じて指導、懲戒を検討・立案し、必要に応じ職員会議を経て実施する。 

・重大事案については関係機関（警察等）とも連携して対応する。 

(b) 教育支援部 

・いじめをするに至った経緯・心理・背景等を見極め、問題を深く掘り下げる。 

・本人・保護者等と徹底した相談活動し、問題の本質を見極め、迅速な対応をとる。 

・生徒指導部と連携し、今後の学校生活の在り方等を検討し、支援する。 

・必要があればスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）等と連携し、 

支援する。 

 ｃ 集団への対応 

(a) 生徒指導部 

・学校で発生したいじめ事案を検証し、再発を防ぐため全校生徒に対して全校集会や、科集会、

学年集会、または学級単位で状況に応じて必要な指導を行い、集団の一員として互いを尊重し、

認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進めていく。 

(b) 教育支援部 

・生徒が抱える問題等を全職員に報告し、共有を図り、支援体制を構築する。 

・必要があれば学年や全生徒に現状を伝え、改善の方法を共に考えていく。 

(c) 総務部 

・該当事案に対しての学校の対応案を役員会を通じて保護者会に報告し、アドバイスを求め、出

てきた意見については、総務部長が管理職に報告する。 

 ｄ ネット上のいじめへの対応 

(a) 生徒指導部 

・県の調査結果や本校単独での調査をもとに、個人の人権を侵害するような書き込み等に対して

状況に応じて厳重に指導する。 

・必要に応じて関係機関（警察・サイト運営会社等）と連携した対応を行う。 

・「くまもと携帯電話・スマートフォンの利用５か条」の周知を積極的に行う。 

・いじめ匿名アプリ「スクールサイン」の導入を推進し、いじめの未然防止を図る。 

(b) 教育支援部 

・生徒相談活動の活発化、担任、学年等と連携して、情報の収集に努める。 

(c) 生徒会 

・生徒総会で「いじめ根絶」について訴える。 

・いじめ防止推進活動をいじめ防止会議で策定し、文化祭等の学校行事等の機会を利用し全生徒

に啓発する。 



 

 

(d) 情報モラル 

・ネット上の不適切書き込み等について、被害の拡大を避けるため直ちに削除する措置をとる。 

・名誉毀損やプライバシー侵害があった場合、プロバイダに対して速やかに削除を求める。 

 

 ｅ 関係機関との連携 

(a) 生徒指導部 

・法やルールを守る心や自他のプライバシーを大事にする心を育てる教育の充実を図るため、関

係機関（警察、児童相談所、医療機関、地方法務局等）と連携する。 

 

 

オ 重大事態への対処 

（ア）重大事態の調査の実施 

ａ いじめ問題対策委員会を母体として、教育委員会が当該重大事態の性質に応じて派遣する複数

の専門家等を委員として加え対処する。その際、委員の過半数を第三者である外部の専門家等

とし、委員長は外部の専門家とする。 

ｂ いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときや生

徒、保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあった場合は、速やかに調査を

行う。 

ｃ 調査に当たっては、客観的な事実関係を明確にするために、重大事態に至る要因となったいじ

めの行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生ん

だ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応し

たかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。 

ｄ 生徒や保護者への心のケアと、落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、

予断のない一貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意する。 

ｅ 調査によって明らかになった事実関係等その他の必要な情報は、生徒のプライバシー保護に配

慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。 

ｆ 調査結果については、県教育委員会を通じて知事に報告する。 

（イ）調査結果の報告を受けた知事による再調査及び措置 

ａ 当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要が

あると認められるときは、再調査を調査委員会において行う。 

ｂ 再調査についても、調査委員会は、いじめを受けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に

提供する責任があり、適時・適切な方法で、調査の進捗状況等及び調査結果を説明する。 

ｃ 知事及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重

大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる。また、再調査を行ったときは、

知事はその結果を議会に報告する。 

 

カ 基本方針の下での活動の検証及び評価 

ａ 「いじめ防止対策委員会」での検証等を職員研修において周知し、全職員の共通理解を図る。 

ｂ 学校評価や学校評議委員会において適正に評価を行う。 


